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１．研究の背景及び目的

１�）生活困窮者自立支援制度における認定就労訓練事

業者の位置づけ

2015 年度より生活困窮者自立支援制度（以下、自

立支援制度）が開始されている。この制度には、自立

相談支援事業、住居確保給付金の必須事業、就労準備

事業、家計改善支援事業、生活困窮世帯の子どもの学

習・生活支援事業、一時生活支援事業の任意事業があ

り、各福祉事務所設置自治体が直営や委託もしくはそ

れらの組み合わせの形態により実施している。そして、

これらの事業とは別に、生活困窮者就労訓練事業（以

下、就労訓練事業）があり、「雇用による就業を継続

して行うことが困難な生活困窮者に対し、就労の機会

を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める

便宜を供与する事業」（生活困窮者自立支援法第 16 条）

とされ、地方自治体（都道府県、政令指定都市、中核

市、以下、都道府県等）の認定を受けることができる

ものとなっている（以下、認定を受けた事業所を認定

就労訓練事業者）。この認定就労訓練事業者について

は、「制度創設について議論された特別部会において

は、認定就労訓練（当時は、中間的就労が多く用いら

れた）に関する意見が数多くあった」（鏑木　2020：

182）とある。もちろんこの議論には、雇用の場づく

りという正の側面と、貧困ビジネスへの懸念等の負の

側面との双方があったが、いずれにしても制度設立当

初より注目されている事業である。自立相談支援事

業や就労準備支援事業等は単一の地方自治体の中で複

数の事業者が受託することは困難であるが、認定就労

訓練事業者は、法人格に関わらず、多様な組織が認定

を受けることが可能である。認定就労訓練事業者の

認定状況は、2022 年３月 31 日時点で、2,042 件の認

定、利用定員合計が 5,263 名となっている（厚生労働

省　2022）。
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しかしながら、相談支援事業者により作成される支

援計画のなかで認定就労訓練事業者の利用が進んでお

らず、就労までの支援メニュー利用状況のうち就労訓

練事業利用者割合（就労支援対象者数に対する割合）

が 0.6％程度と極めて低い（岩満　2017：48-49）。ま

た、「就労訓練事業者の地方自治体による体制整備は、

認定の整備に限られており、その実践にあたっては積

極的に地方自治体が整備するというよりも、就労訓練

事業者の主体的な活動として捉えられている」（岩満　

2019：24）ことからも認定就労訓練事業者の整備体制

には課題が残っていると言える。さらに、就労訓練事

業は地方自治体が主となり認定する制度であり、地域

性も大きいうえに、自立支援制度以外の就労訓練プロ

グラム（以下、その他就労訓練プログラム）との関係

性もはらんでおり、それらの関係性は複雑である。

２）生活困窮者支援における就労訓練事業の研究動向

生活困窮者支援に関する研究は膨大にある。特に

2000 年以降、世界的な福祉と就労との結合の流れか

ら、国際的には労働統合型社会的企業と呼ばれ、欧

州を中心に研究の積み重ねがある（例えば、Nyssens　

2014）。日本においても、社会的企業の研究は年々増

加してきており、労働統合型社会的企業の研究等も行

われてきている（例えば、藤井　2013）。

一方で、生活困窮者支援に関する議論も多岐にわ

たっている。その中核にあるものが伴走型支援（奥田

ら　2014）や総合相談（岩間　2017）等を中心とした

支援の方法論の議論である。また、昨今生活困窮者支

援が地域包括的支援体制等の議論とリンクしている

様に、地域福祉との関連の研究もある（藤井　2014）。

さらに、自立支援制度の就労訓練については、中間的

就労を展開することの意義への筒井ら（2014）や藤井

（2017）の研究、就労支援の課題を整理した阿部（2021）

の研究等もある。その他にも、就労訓練の統治の在

り方に関する研究（桜井　2017、堅田　2019、山本　

2019）や、自立支援制度を社会規範の象徴として捉え

る研究（遠藤　2020）といった制度の統治機構に関す

る研究もある。

３）研究の目的

このように、自立支援制度は多角的な検討がなされ

ている。しかし、就労訓練事業は、単独で存在してい

るものではなく、自立相談支援事業所からの照会によ

り実施されるものであるが、その相談窓口となる自立

相談支援事業所と就労訓練事業との関係性に着眼する

研究はほとんど行われていない。また、地域性を重視

しているにも関わらず、自治体規模別の分析も行われ

ていない。就労訓練事業の認定が進んでいる状況の中

で、その活用が進まない現状では、地域共生社会の担

い手となり得る認定就労訓練事業者の整備が十分に進

まないことになる。そのため、就労訓練事業の利用が

低迷している要因を検討できない状況が続いている。

以上のことから、本研究では、実際に自立相談支援

事業所がどのような体制で利用者を認定就労訓練事業

者並びにその他就労訓練プログラムへつないでいるの

か、自治体規模別の分析により、その利用を阻害する

要因を明らかにすることを目的としている。

２．研究の視点および方法

１）研究の方法

本研究は、自立支援制度に基づく自立相談支援事業

所（1,362 団体、2021 年７月現在）を対象とした郵送

アンケート調査により実施した。回収数は 511 通（回

収率 37.5％）であり、そのうち、データの欠損のあっ

た回答を省いた 420 通を分析の対象とした（有効回答

率 30.8％）。回答期間は 2021 年 11 月 24 日から 2022

年１月 31 日までとした。

これらの団体のうち、自治体規模別に集計するため

に、都道府県と町村は郡部で活動するため「郡部」と

し、市区を、中核市、政令指定都市、東京 23 区を「大

都市」、それ以外の市を「一般市」として区分し、エ

クセル統計ソフトにより集計を行った。

２）倫理的配慮

本研究は、岡山県立大学令和３年度第４回倫理審査

委員会にて承認を得て行っている（受付番号 21-46）。

アンケート調査票は無記名とし、また、統計的に集計

しており、個々の回答を公表しないよう、秘匿性を
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保っている。

３）回答団体の属性

設 置 自 治 体 種 別 で は 都 道 府 県 50（11.9 ％）、 市

区 319（76.0 ％）、 町 村 45（10.7 ％）、 複 数 自 治 体

６（1.4％）であった。活動地域別では「大都市」

57（13.6%）、「 一 般 市 」262（62.4%）、「 郡 部 」101 

（24.0%）であった。地域別では、北海道・東北 69

（16.4％）、関東 85（20.2％）、中部 86（20.5％）、近畿

52（12.4％）、中国・四国 70（16.7％）、九州・沖縄 58

（13.8％）であり、地域的な偏りは見られなかった。

自立相談支援事業所の運営方法は直営 66（15.7%）、

委託 323（76.9%）、直営と委託の併用 31（7.4%）であっ

た。委託の場合の受託団体は、社会福祉法人（社会福

祉協議会）が最も多く 255（60.7%）、その他には社会

福祉法人（社会福祉協議会以外）39（9.3%）、特定非

営利活動法人 19（4.5%）等であった（１）。さらに自立

相談支援事業所開所（受託）年度は法施行時の 2015

年度 303（72.1%）と最も多く、2016 年度 33（7.9%）、

2017 年度 27（6.4%）等であった。

３．研究結果

１）就労訓練事業の利用状況

自立相談支援事業所のうち、利用者の支援計画に

「就労訓練事業を位置づけたことのある」事業所は 86

（20.5％）であり、さらに、１事業所あたりの「利用

件数」は、５件以下 55（64.0%）と最も多く、６～ 10

件 15（17.4%）であり、累計 10 件以下が 81.4％と低

調であった。支援計画に位置づけた認定就労訓練事業

者の種類は、「社会的企業型のみを利用している」48

（53.5%）、「社会的企業型と一般事業所の双方を利用し

ている」25（29.1%）と、「一般事業所型のみを利用し

ている」13（15.1%）と、社会的企業型の利用率が高い。

また、雇用形態は、「非雇用型のみ（無給であるもの）

を利用している」24（27.9%）、「雇用型のみ（最低賃

金を充たすもの）を利用している」12（14.0%）、「雇

用型のみ（最低賃金を充たさないもの）を利用してい

る」10（11.4%）、雇用型と非雇用型の双方を利用して

いる 40（46.5%）であり、何らかの賃金の発生してい

る就労訓練事業の利用が 71.1％を占めている。

認定就労訓練事業者の選定で重視した点（複数回答

可）は、「利用者の担う業務内容と、本人の希望・特

性との適合性」78（90.7%）と最も多く、「利用者の通

勤距離」45（52.3%）、「居場所機能」34（39.5%）、「相

談機能」25（29.0%）と続いた。一方で、「これまでの

就労率」３（3.5%）、「利用者へ支払われる賃金」13

（15.1%）は低調であった。

認定就労訓練事業者との調整者（複数回答）は、「主

任相談員」53（61.1％）、「相談員」55（64.0％）、「就

労支援員」48（55.8％）と差はなく、「定めていない」

も８（9.3％）であった。就労訓練事業中・後のフォロー

アップの手法（複数回答可）は、「自立相談支援事業

所職員による定期的な利用者との面談」79（91.9%）、 

「自立相談支援事業所職員による現場視察」63（73.3%）、

「自立相談支援事業所職員による定期的な就労訓練事

業者との面談」56（65.1%）、「就労訓練事業者からの

報告書の提出」30（34.9%）と認定訓練事業者よりも

利用者へのアプローチの方が多い傾向にある。就労

訓練事業の終了時の状況（複数回答可）は、「期間満

了」42（48.8%）、「本人の辞退」42（48.8%）が多い

が、雇用につながっている「当該事業所への正規雇用

採用」８（15.1%）、「当該事業所への非正規雇用採用」

33（38.4%）、「当該事業所以外への正規雇用採用」14

（16.3%）、「当該事業所以外への非正規雇用採用」20

（23.3%）と、非正規雇用を中心とした雇用へつなぐ自

立相談支援事業所も見られる。

２）就労訓練事業の未利用の状況

就労訓練事業未利用の自立相談支援事業所は 334

（79.5％）にも上っている。その理由として、「就労訓

練事業の対象となる利用者がいなかった」128（38.3%）、

「利用者本人が希望しなかった」40（12.0%）と制度の

対象となる利用者の状況がある一方で、「対象となる

利用者がいたが、圏域内に適当な事業所がなかった」

140（41.9%）、「対象となる利用者がいたが、就労訓練

事業者とのニーズが合わなかった」34（10.2%）と、

認定就労訓練事業者の状況に合わないという「利用者

ニーズと事業者の体制の不一致」が起こっている現状
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があった。

３）その他制度との関係性

その他就労訓練プログラムを利用した割合は 180

（42.9％）であった。その内訳（複数回答可）は、「障

害福祉の就労支援プログラム（障害者総合支援法の

就労支援事業所等）」が最も多く 114（63.3%）、「子ど

も・若者支援の就労支援プログラム（地域若者サポー

トステーション事業の協力企業等）」88（48.9%）、「高

齢者福祉の就労支援プログラム（シルバー人材セン

ター等）」51（28.3%）、「ひとり親世帯の就労支援プロ

グラム（母子家庭等就業・自立支援センター事業等）」

15（8.3%）、「更生保護制度の就労支援プログラム（協

力事業主等）」４（2.2%）と他制度の活用が見られた。

また、「地方自治体独自の認定された協力企業等」13

（7.2%）、「民間独自の就労訓練事業（NPO 等による就

労訓練サービス等）」267（14.4%）等独自の取り組み

の活用も見られた。

就労訓練事業の利用実績のある 86 自立相談支援事

業所のうち、その他就労訓練プログラムを重複して利

用したことのある事業所は 47（54.6％）であった（有

効回答事業所全体の 11.2％）。その内訳は、「障害福祉

の就労支援プログラム」28（59.6%）、「子ども・若者

支援の就労支援プログラム」22（46.8%）等であり、

全体の傾向と差は見られなかった。

これらのその他就労訓練プログラムを選択した理由

について、「利用者の担う業務内容と、本人の希望・

特性との適合性」147（81.7%）と「利用者ニーズと事

業者の体制」の問題が最も多く、続いては「居場所機 

能」85（47.2%）、「相談機能」86（47.8%）と福祉的機

能が強い傾向にあった。就労・賃金等を高める就労促

進機能については、「これまでの就労率」14（7.8）、「利

用者へ支払われる賃金」35（19.4%）、「利用者の通勤

距離」52（28.9%）となっていた。

就労訓練事業者に今後求めることでは、全体的に「相

談機能」（214、50.2%）、「居場所機能」（210、49.3%）、 

「利用者の担う業務内容の充実・拡大」（197、46.2%）

といった福祉的機能が中心にある一方で、「就労率向

上」（135、31.7%）、「利用者へ支払われる賃金の向上」

（149、35.5％）といった就労促進機能も続いている。

４）自治体規模別の分析

自立相談支援事業所の所管自治体別に「大都市」「一

般市」「郡部」に分類し、就労訓練事業の利用の有無

について、就労訓練事業とその他就労訓練プログラム

の利用の有無を比較した。結果、大都市では双方の利

用傾向が高く、カイ二乗検定の結果、双方ともに１％

水準で有意な差が見られた（表１）。また、双方を比

較すると、いずれの自治体規模においても、就労訓練

事業よりも、その他就労訓練プログラムの方が利用率

表 1　自治体規模別の就労訓練事業の利用の有無

就労訓練事業利用 その他就労訓練プログラム利用
①有り ②無し 合　計 ①有り ②無し 合　計

自
治
体
規
模

大都市
33 24 57

自
治
体
規
模

大都市
37 20 57

57.9% 42.1% 100.0% 64.9% 35.1% 100.0%

一般市
43 219 262

一般市
107 155 262

16.4% 83.6% 100.0% 40.8% 59.2% 100.0%

郡部
10 91 101

郡部
36 65 101

9.9% 90.1% 100.0% 35.6% 64.4% 100.0%

合　計
86 334 420

合　計
180 240 420

20.5% 79.5% 100.0% 42.9% 57.1% 100.0%

カイ二乗検定 カイ二乗検定

手　法 カイ二乗値 自由度 P　値 *：P<0.05
**：P<0.01 手　法 カイ二乗値 自由度 P　値 *：P<0.05

**：P<0.01
Pearson 58.6061 2 P < 0.001 ** Pearson 13.90311 2 0.000957 **

出典：筆者作成
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が高いものの、一般市や郡部においては、大都市と比

較すると、就労訓練事業とその他就労訓練プログラム

の利用率の差が大きい。この点について、就労訓練事

業の有無ごとに、その他就労訓練プログラムの有無を

自治体規模別に比較した。カイ二乗検定を行った結 

果、就労訓練事業未利用群の自治体規模別その他就労

訓練プログラムの利用の有無に１％水準で有意な差が

見られた（表２）。

就労訓練事業の未利用の理由についても、郡部では

「就労訓練事業の対象となる利用者がいなかった」が

最も多く 41（45.1％）である一方で、一般市では「対

象となる利用者がいたが、圏域内に適当な事業所がな

かった」が最も多く 99（45.2％）であった。大都市で

は、「就労訓練事業の対象となる利用者がいなかった」

と「対象となる利用者がいたが、圏域内に適当な事業

所がなかった」が同数（７、29.2%）であった。

さらに、その他就労訓練プログラムの利用では、郡

部では「子ども・若者支援の就労支援プログラム」が

最も多く 21（56.8％）である一方で、大都市、一般市

では、「障害福祉の就労支援プログラム」が最も多く

それぞれ 30（79.0％）、70（64.2％）であった。

自治体規模別の就労訓練事業者に今後求めることで

は、全体的に相談機能、居場所機能といった福祉的機

能が中心にある一方で、大都市では就労率の向上（大

都市 40.4％、一般市 30.5％、郡部 29.7％）等就労促進

機能が高く、郡部では支援員の増員（大都市 10.5％、

一般市 13.7％、郡部 18％）が高い傾向にあった。

４．考察

１）就労訓練事業の実施状況

本研究からは、認定就労訓練事業者の利用経験のあ

る自立相談支援事業所は 21.8％と少ない状態にあり、

また利用件数も絶対的に少ないことが明らかである。

鏑木（2020：183）による 2016 年度のデータである認

定就労訓練事業を利用すべき者がいるにもかかわらず

利用しなかった理由として最も多いものが「本人が通

える範囲内に認定事業所がない」が約 80％となって

おり、本調査では自立相談支援事業所が就労訓練事業

を利用しなかった理由として「対象となる利用者がい

たが、圏域内に適当な事業所がなかった」が 41.9% で

あり、認定就労訓練事業者の認定数増加（2016 年３

月時点で 484 事業所の認定、2021 年３月時点で 1,959

事業所の認定）に伴い、状況は改善しつつあると言え

る。一方で、その雇用形態については、「雇用型のみ 

（最低賃金を充たすもの）」を利用している自立相談支

援事業所は 14.9％と、同様の鏑木のデータ（利用者の

実人員をカウント）では 22.8％であり、カウント方法

が異なるものの大きな差は見られないことから、最低

賃金を充たす雇用型の利用率は低いと言える。本調査

結果からも社会的企業型の利用率が高く、「認定就労

表 2　自立支援制度及び自立支援以外の就労訓練事業の自治体規模別集計

就労訓練事業利用有群
その他就労訓練事プログラム利用

就労訓練事業利用無群
その他就労訓練事プログラム利用

①有り ②無し 合　計 ①有り ②無し 合　計

自
治
体
規
模

大都市
18 15 33

自
治
体
規
模

大都市
19 5 24

54.5% 45.5% 100.0% 79.2% 20.8% 100.0%

一般市
24 19 43

一般市
83 136 219

55.8% 44.2% 100.0% 37.9% 62.1% 100.0%

郡部
5 5 10

郡部
31 60 91

50.0% 50.0% 100.0% 34.1% 65.9% 100.0%

合　計
47 39 86

合　計
133 201 334

54.7% 45.3% 100.0% 39.8% 60.2% 100.0%

カイ二乗検定 カイ二乗検定

手　法 カイ二乗値 自由度 P　値 *：P<0.05
**：P<0.01 手　法 カイ二乗値 自由度 P　値 *：P<0.05

**：P<0.01
Pearson 0.1109 2 0.9461 Pearson 17.0994 2 P < 0.001 **

出典：筆者作成
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訓練事業者は、社会福祉法人を始めとした社会福祉関

係の事業者が多い」（岩満　2017：48）ことからも、

社会福祉領域内で支援が完結していると言える。

その他就労訓練プログラムでは、障害福祉分野等

が多いことから、「利用者の担う業務内容と、本人の

希望・特性との適合性」以外には、「居場所機能」や 

「相談機能」という福祉的機能を重視する傾向にある。

一方で、就労訓練事業では、「利用者の担う業務内容

と、本人の希望・特性との適合性」や「利用者の通勤

距離」等就労訓練に関わる内容を重視する傾向にある

ものの、「就労率の高さ」や「利用者に支払われる賃金」

は相対的に高くはないことから、福祉的機能が中心と

なることが考えられる。また、自立相談支援事業所が

今後認定就労訓練事業者に求めることも「相談機能」

「居場所機能」が上位にあり、自立相談支援事業所は、

就労促進機能よりも福祉的機能に力点を置いていると

言える。

藤井は、自立支援制度を「社会的アクティベーショ

ンとしての性格が強いもの」（藤井　2017：217）とし

て捉えており、それまでの就労アクティベーションと

しての性格の強い様々な自立支援施策と区別してい

る（２）。この社会的アクティベーションから捉えた場

合、本調査結果は、「就労率の向上」や「賃金の上昇」

を求めたものではなく、利用者本人の役割や居場所、

相談機能といった福祉的機能を重視している点から合

致するものと言える。この点は、就労訓練事業者と調

整する職員の間に差がなく、就労訓練事業中・後の 

フォローアップの手法も利用者との面談が中心である

ことからも、就労訓練事業は就労支援員のみの業務で

はなく、総合相談の一環であることが分かる。

一方で、就労訓練事業において、何らかの賃金の支

払いが発生している場合が多いものの、最低賃金を充

たす雇用型のみの利用は低調であり、就労訓練事業利

用後に就労したとしても、非正規労働が多いことも明

らかである。「日本のワークフェアの困難は、貧困・

低所得問題を、労働市場や社会保障制度にはほとん

ど手を加えず、『就労』（それも質を問わない『仕事』）

だけで乗り越え、『自立』（同じく質を問わない『自立』）

へ向かおうとしているところにその根本的な原因があ

るといえる」（桜井　2017：37）と分析し、福祉制度

がワーキングプア（低賃金労働者）を生み出している

と指摘している。非正規雇用が全てワーキングプアで

はないものの、所得保障制度のない自立支援制度にお

いてはその危険性をはらんでいるといえる。

２）自治体規模別の比較検討

就労訓練事業未利用の自立相談支援事業所は約

80％にも上り、その未利用の最も多い理由は対象者の

不在ではなく、「対象となる利用者がいたが、圏域内

に適当な事業所がなかった」という「利用者ニーズと

事業者の体制の不一致」である。就労訓練事業は、都

道府県等が個々の事業者を認定する制度であり、地方

自治体の直営や委託で実施できる仕組みではない。そ

のため、この認定就労訓練事業者を誰がどのように整

備していくのかということは大きなポイントとなる。

しかしながら、これまで見てきたように、自治体の規

模により、その実態は異なっている。就労訓練事業は、

大都市において実施される比重が高い一方で、その他

就労訓練プログラムは、自治体規模別の間で大きな開

きはない。

就労訓練事業未利用の主な理由については、就労訓

練事業未利用の最も多い理由は「利用者ニーズと事業

者の体制の不一致」であるが、自治体規模別の結果で

は、郡部では就労訓練事業対象者不在が最も多く、一

般市では「対象となる利用者がいたが、圏域内に適

当な事業所がなかった」が最も多く、大都市ではその

両者が最も多かったが、その割合については開きがあ 

る。すなわち、大都市では、利用者と就労訓練事業者

との「利用者ニーズと事業者の体制の不一致」が起こ

りにくく、一般市では「利用者ニーズと事業者の体制

の不一致」が起こりやすく、郡部ではそもそも利用者

が少ない／いない（実際にいないか、相談に来ないの

かは現段階では不明）。郡部ではさらに、「支援員の増

員」を求めていることからも、体制が十分ではないこ

とが考えられ、その他就労訓練プログラムでは「子ど

も・若者支援の就労支援プログラム」の利用が最も多

いことから、子ども・若者の生活困窮者支援は実際に

は存在しており、そちらの利用が進んでいると言える。
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自立相談支援事業所の活動する自治体規模間で「利

用者ニーズと事業者の体制の不一致」が起こっている

問題については、それぞれの行政上の所管の課題があ

ると考えられる。自立相談支援事業所は福祉事務所設

置自治体となっていることから主として市町村単位で

配置される一方で、認定就労訓練事業者は都道府県等

の単位で認定を受ける。このことから、とりわけ小規

模な地方自治体では、認定就労訓練事業者を一体的に

整備することが難しい。ただし、都道府県の所管する

郡部 52 件中、就労訓練事業の実績のある自立相談支

援事業所は 12 件（23.1％）であり、そのうち、11 件

は実績が５件以下であることから、郡部では利用が

進まない実態があることが明らかである。他方で、自

立相談支援事業を委託する場合、自立相談支援事業の

委託先と認定就労訓練事業者は別法人であることが多

い。認定就労訓練事業者も多様であり、NPO 等の就

労支援団体が直接に就労機会を作り出す「就労創出型」

と一般企業や社会的企業等他の団体に委託し、そこで

就労訓練を積む「外部委託型」があり、前者は仕事づ

くりが容易ではないが、後者には委託先をみつける難

しさがある（阿部　2021：68-69）。現在の認定就労訓

練事業者が社会福祉法人等を中心とした既存の事業者

となっていることから、認定就労訓練事業者の課題は

後者と言える。

このように、認定就労訓練事業者の方向性に齟齬が

生じるのは、自立支援制度の統治構造そのものが「国

からの統制は比較的緩い。その理由の一つは予算が小

額であることで、財政的緊張感は大きくない。」（山本　

2018：167）ためである。そのため、「自立支援事業が

ワークフェアを志向するのか、総合相談に徹するのか、

政策体系とその目標は依然として判然としない」（山

本　2018：167）。特に、就労訓練事業そのものの予算

はほぼない。認定就労訓練事業者の重要性は共有され

ているものの、利用者と事業者の自発的な活動に委ね

られる傾向があると考えられる。

５．まとめ

本研究では、自立支援制度における就労訓練事業の

実施プロセスを検討し、認定就労訓練事業者の利用を

阻害している要因としては、「制度の対象となる利用

者の状況」のみならず、「利用者ニーズと事業者の体

制」の問題が見られた。また自立相談支援事業所が認

定就労訓練事業者に求めていることは「就労率の高さ」

等の就労促進機能ではなく、居場所機能や相談機能と

いった「福祉的機能」であることが明らかとなった。

さらに、自治体規模別により、就労訓練事業への取り

組みに乖離があることも明らかとなった。なお、本研

究では、自立相談支援事業所の視点を軸に分析したも

のであり、各支援ケースの割合ではない。さらに、回

収率が限定的であり、回収できなかった自立支援事業

所の動向についてさらなる分析が必要である。今後は

各就労訓練事業の実態をさらに分析していきたい。
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【脚注】

（１） 全国調査（2020 年度）では、自立相談支援事

業の運営方法は直営 29.2％、委託 62.5％、直

営と委託の併用 8.3％であり、今回の調査結果

は、委託の比率が若干高い。また、委託先も全

国調査では、社会福祉法人（社会福祉協議会）

が 78.0％と最も多く本調査と同様の傾向がある

（厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮

者自立支援室　2020）。

（２） 「就労アクティベーション」とは「職業訓練に

よって当事者の就労可能性（エンプロイアビリ

ティ）を向上させることに焦点を置いたもの」

であり、「社会的アクティベーション」とは 

「健康・生活課題の解決・社会とのつながり・

自尊感情の回復など社会参加に必要な条件を獲

得した上で（あるいはそれと並行しながら）就

労体験・職業訓練へと導いていくもの」である

（藤井　2017：202）。
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